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(57)【要約】　　　（修正有）
　
【課題】磁気接合により容易かつ迅速に着脱できる装飾
品接合部材を提供する。
【解決手段】紐状の装飾品の装飾品本体１２の両端部に
固定され、装飾品接合部材本体１５と、磁気接着による
切離可能な接合部１６とを有する一対の装飾品接合部材
１０であって、接合された場合には、一対の装飾品接合
部材の全体の幅寸法と長さ寸法との比が１：３．５以上
となる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　紐状の装飾品の装飾品本体の両端部に固定され、装飾品接合部材本体と、磁気接着によ
る切離可能な接合部とを有する一対の装飾品接合部材であって、接合された場合には、前
記一対の装飾品接合部材の全体の幅寸法と長さ寸法との比が１：３．５以上となることを
特徴とする装飾品接合部材。
【請求項２】
　前記接合部は前記装飾品接合部材本体に内装される一方、前記装飾品接合部材本体の長
さ寸法及び幅寸法はいずれも同一に形成されると共にいずれも同一形状であることを特徴
とする請求項１記載の装飾品接合部材。
【請求項３】
　前記接合部は円筒状に形成されていることを特徴とする請求項１記載の装飾品接合部材
。
【請求項４】
　前記接合部は四角柱状に形成されていることを特徴とする請求項１記載の装飾品接合部
材。
【請求項５】
　前記紐状の装飾品はネックレスであることを特徴とする請求項１記載の装飾品接合部材
。
 
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は装飾品接合部材の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、紐状に形成されたネックレス、ブレスレット等の装飾品は、装飾品本体の両端
部に接合部を設け、例えば、係止部からなる接合部を互いに係止又は係止を解除すること
により身に付けたり外したりしている。
【０００３】
　しかしながら、例えば、ネックレスは、頸に巻き付けて首の後ろ側でネックレス本体の
両端部の接合部を着脱するように構成されており、使用者の目で視認できず、かつ、頸に
近接して装着されることから、接合部の着脱が容易かつ迅速にできない場合がある、とい
う不具合があった。
【０００４】
　また、ブレスレットにおいても、同様に手首に巻き付けるように構成されていると共に
、装着しない手の指のみで着脱せざるをえないため、ネックレス同様に接合部の着脱が容
易かつ迅速にできない場合がある、という不具合が存していた。
　従って、従来より、容易かつ迅速に着脱できる装飾品接合部材が要請されていた。本件
出願人はこのような観点から従来の特許文献を調査し結果、以下の特許文献を抽出した。
【０００５】
　特許文献１に記載された装身具用留め金具にあっては、磁気により相互に磁気接合でき
るように構成れていることから、相互の留め金具の装着は容易である。しかしながら、磁
気が所定レベルを超える強いものであった場合には、留め金具を外しにくい場合がある、
という不具合がなお存していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－６８９４７号公報
【考案の概要】
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【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　本考案はこのような従来からの不具合を解決するためのものであって、その課題は、容
易かつ迅速に着脱できる磁気接合できる装飾品接合部を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題達成のため、請求項１記載の考案にあっては、紐状の装飾品の装飾品本体の両
端部に固定され、装飾品接合部材本体と、磁気接着による切離可能な接合部を有する一対
の装飾品接合部材であって、接合された場合には、前記一対の前記装飾品接合部材全体の
幅寸法と長さ寸法の比が１：３．５以上となることを特徴とする。
　従って、請求項１記載の考案にあっては、前記一対の装飾品接合部材を相互に接合させ
た場合には、幅寸法よりも長さ寸法が１：３．５以上に大きくなることから使用者は一対
の装飾品接合部材をそれぞれ把持して着脱操作をしやすい。
【０００９】
　請求項２記載の考案にあっては、前記接合部が前記装飾品接合部材本体内に内装される
一方、前記一対の装飾品接合部材本体の長さ寸法は及び幅寸法はいずれも同一に形成され
ると共にいずれも同一形状であることを特徴とする。
【００１０】
　請求項３記載の考案にあっては、前記接合部は円筒状に形成されていることを特徴とす
る。
【００１１】
　請求項４記載の考案にあっては、四角柱状に形成されていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項５記載の考案にあっては、前前記装飾品はネックレスであることを特徴とする。
【考案の効果】
【００１３】
　請求項１記載の考案にあっては、紐状の装飾品の装飾品本体の両端部に固定され、装飾
品接合部材本体と、磁気接着による切離可能な接合部を有する一対の装飾品接合部材であ
って、接合された場合には、前記一対の前記装飾品接合部材全体の幅寸法と長さ寸法の比
が１：３．５以上となるため、使用者は一対の接合部材をそれぞれ把持して着脱操作しや
すいことから、接合部の磁性が強磁性の場合であっても、使用者は互いに磁気接合された
一対の装飾品接合部材本体を離間させやすい。
　特に、本考案にあっては、長さ寸法が大きく形成されており、使用者は接合部位におい
て幅方向に折ることにより、磁気接着している当接部を容易に切り離すことができる。そ
の結果、使用者は一対の装飾品接合部材を相互に接合しやすいと共に切離しやすく、全体
として使いやすい装飾品接合部材を提供することができるという効果を奏する。
【００１４】
　請求項２記載の考案にあっては、前記接合部が前記装飾品接合部材本体内に内装される
一方、前記一対の装飾品接合部材本体の長さ寸法は及び幅寸法はいずれも同一に形成され
ると共にいずれも同一形状であることから、請求項１記載の考案の効果に加えて、一対の
装飾品接合部材の外観形状上のまとまりがあり、外観品質に優れた装飾品接合部材を提供
することができる。
【００１５】
　請求項３記載の考案にあっては、前記接合部は円筒状に形成されていることから、請求
項１記載の効果に加えて、表面が滑らかで使用感に優れた品質性の高い装飾品接合部材を
提供することができる。
【００１６】
　請求項４記載の考案にあっては、前記接合部は四角柱状に形成されていることから、外
観品質に優れると共に形成された角部を使用者が指で把持しやすい装飾品接合部材を提供
することができる。
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【００１７】
　請求項５記載の考案にあっては、前記装飾品はネックレスであることから、容易かつ迅
速に着脱できるネックレスを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本考案に係る装飾品接合部材の一実施の形態を示す斜視図であって、ネックレス
に適用し、接合状態及び離間状態を示す図である。
【図２】本考案に係る装飾品接合部材の一実施の形態を示す斜視図であって、ネックレス
に適用し、接合状態及び離間状態を示す図である。
【図３】本考案に係る装飾品接合部材の他の実施の形態を示す斜視図であって、ネックレ
スに適用し、接合状態及び離間状態を示す図である。
【図４】本考案に係る装飾品接合部材の他の実施の形態を示す斜視図であって、ネックレ
スに適用し、接合状態及び離間状態を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００１９】
　以下、添付図面に示す実施の形態に基づき、本考案をネックレス煮炊き用した場合を例
に詳細に説明する。
　図１（ａ）に示すように、本実施の形態に係る装飾品接合部材１０は、全体円筒状に形
成され、ネックレス１１の、ネックレス本体１２の両端部１３、１４に固定され、装飾品
接合部材本体１５、１５と、装飾品接合部本体１５、１５の先端部に内装され、磁気接着
による切離可能な接合部１６、１６を有している。接合部１６、１６は、帯磁しており、
夫々、反対の磁極を有している。
【００２０】
　一対の装飾品接合部材１０ａ、１０ｂは、接合部１６、１６は前記装飾品接合部材本体
１５、１５の、夫々、前端部に内装されている。一対の装飾品接合部材本体１５、１５の
長さ寸法は及び径寸法はいずれも同一に形成されると共にいずれも同一形状に形成されて
いる。
【００２１】
　図１（ａ）に示すように、本実施の形態にあっては、接合された一対の装飾品接合部材
１０ａ、１０ｂ全体の径寸法Ｌと長さ寸法Ｌ１の比が１：４となるように、装飾品接合部
材１０ａ、１０ｂの長さ寸法が径寸法に対して大きく形成されている。
　装飾品接合部材１０ａ及び装飾品接合部材１０ｂには、夫々、カン部材１７，１７が固
定されており、カン部材１７、１７に引き輪部材１８、１８が、直接又は接合部材１９を
介して接合され、さらに、ネックレス１１を構成するチェーン部材２０に接合されている
。
【００２２】
　本実施の形態に係る装飾品接合部材１０ａ、１０ｂが装着されたネックレス１１を使用
する場合には、接合時にはネックレス本体１２，１２に接合された装飾品接合部材１０ａ
、１０ｂの先端部を相互に当接させることにより、装飾品接合部材１０ａ、１０ｂが互い
に、接合部１６、１６が磁気接着することにより、装飾品接合部材１０ａ、１０ｂを介し
て、ネックレス本体１２、１２は接合される。
【００２３】
　また、ネックレス１１を外す場合には、使用者は、装飾品接合部材１０ａ、１０ｂを夫
々把持して、互いに軸方向に沿って外方へ引き離すことにより、磁気接着を解除して外す
ことができる。
【００２４】
　さらに、例えば、接合部１６、１６の磁性が強力であり、使用者によっては、軸方向へ
の引き離しでは装飾品接合部材１０ａ、１０ｂを引き離すことができにくい場合には、本
実施の形態においては、図２（ａ）及び図２（ｂ）に示すように、使用者は装飾品接合部
本体１５、１５を、夫々、把持して径方向に折るようにすることにより、接合部１６，１
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６の磁気接合を解除することができる。
【００２５】
　本実施の形態にあっては、前記のように、接合された一対の装飾品接合部材１０ａ、１
０ｂ全体の径寸法と長さ寸法の比が１：４となるように、装飾品接合部材１５、１５の長
さ寸法が径寸法に対して大きく形成されていることから、使用者は接合部位において、径
方向に力を入れることにより、容易に磁気接合を解除して、装飾品接合部材１５、１５を
引き離すことができる。
【００２６】
　図３及び図４は、本考案に係る装飾品接合部材の第二の実施の形態を示す。
　本実施の形態に係る装飾品接合部材２１にあっては、装飾品接合部材本体２１ａ、２１
ｂが四角柱状に形成されている点が前記第一の実施の形態とは異なる。他は全て前記第一
の実施の形態に係る装飾品接合部材１０の場合と同様である。従って、同一部材には同一
符号を付してその説明を省略する。
【００２７】
　本実施の形態に係る装飾品接合部材２１にあっては、装飾品接合部材本体２１ａ、２１
ｂが四角柱状に形成されていることから、図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように、装飾
品接合部材本体２１ａ、２１ｂを外す場合にも、装飾品接合部材本体２１ａ、２１ｂに角
部２２に指がかかることから、捻じる等の方法で、長さ方向に引き離すことも容易に行う
ことができる。
【００２８】
　また、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示すように、幅方向に折り外す場合であっても、角
部２２に指がかかりやすく離間操作がしやすい、という効果がある。本実施の形態にあっ
ては、本考案に係る装飾品接合部材をネックレスに適用した場合を例に説明したが、本実
施の形態に限定されず、例えば、ブレスレットに適用することもでき、紐状の装飾品であ
れば広く適用することが可能である。
【００２９】
　さらに、本実施の形態にあっては、いずれも、一対の装飾品接合部材本体が同一の幅寸
法及び長さ寸法であり、かつ、同一形状の場合を例に説明したが、前記実施の形態に限定
されず、異なった寸法及び形状であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本考案は装飾品接合部材に適用することができることから、産業上の利用可能性を有し
ている。
【符号の説明】
【００３１】
１０　装飾品接合部材
１０ａ　装飾品接合部材
１０ｂ　装飾品接合部材
１１　ネックレス
１２　ネックレス本体
１３　両端部
１４　両端部
１５　装飾品接合部本体
１６　接合部
１７　カン部材
１８　引き輪部材
１９　接合部材
２０　チェーン部材
２１　装飾品接合部材
２１ａ　装飾品接合部材
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２１ｂ　装飾品接合部材
２２　角部
 

【図１】 【図２】
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